


「認知症を学び地域で支えよう（認知症サポーター養成講座標準教材）」より抜粋 

 

【参考】認知症の人ヘの対応 ガイドライン 
 

基本姿勢 
 

認知症の人と対応する際には、認知症に伴う認知機能低下があることを正しく理解していること

が必要です。そして、偏見をもたず、認知症は自分たちの間題であるという認識をもち、認知症の

人やその家族が、認知症という困難を抱えて困っている人であるということに思いをはせること。

認知症を抱える人が安心して生活ができるように支援するという姿勢が重要になります。 

認知症の人も一般の人とのつきあいと、基本的には変わることはありません。そのうえで、認知

症の人には、認知症ヘの正しい理解に基づく対応が必要になるということです。 

記憶力や判断能力の衰えから、社会的ルールに反する行為などのトラブルが生じた場合には、家

族と連絡をとり、相手の尊厳を守りながら事情を把握して冷静な対応策を探ります。 

なお、ふだんから住民同士が挨拶や声かけにつとめることも大切です。日常的にさりげない言葉

がけを心がけることは、いざというときの的確な対応に役立つでしょう。 
 

認知症の人ヘの対応の心得“3つの「ない」” 

１ 驚かせない 

２ 急がせない 

３ 自尊心を傷つけない 
 

具体的な対応の７つのポイント 
 

●まずは見守る 

認知症と思われる人に気づいたら、本人やほかの人に気づかれないように、一定の距離を保ち、さ

りげなく様子を見守ります。近づきすぎたり、ジロジロ見たりするのは禁物です。 

●余裕をもって対応する 

こちらが困惑や焦りを感じていると、相手にも伝わって動揺させてしまいます。自然な笑顔で応じ

ましょう。 

●声をかけるときは1人で 

複数で取り囲むと恐怖心をあおりやすいので、できるだけ1人で声をかけます。 

●後ろから声をかけない 

一定の距離で相手の視野に入ったところで声をかけます。唐突な声がけは禁物。「何かお困りです

か」「お手伝いしましょうか」「どうなさいました?」「こちらでゆっくりどうぞ」など。 

●相手に目線を合わせてやさしい口調で 

小柄な方の場合は、体を低くして目線を同じ高さにして対応します。 

●おだやかに、はっきりした滑舌で 

高齢者は耳が聞こえにくい人が多いのでゆっくりとはっきりした滑舌を心がけます。早口、大声、

甲高い声でまくしたてないこと。その土地の方言でコミュニケーションをとることも大切です。 

●相手の言葉に耳を傾けてゆっくり対応する 

認知症の人は急かされるのが苦手です。同時に複数の問いに答えることも苦手です。相手の反応を

伺いながら会話をしましょう。たどたどしい言葉でも、相手の言葉をゆっくり聴き、何をしたいの

かを相手の言葉を使って推測・確認していきます。 
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５ 地域密着型サービスについて 
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○ 「地域密着型サービス」は、認知症高齢者や独居高齢者の増加等を踏

まえ、高齢者が要介護状態となっても、できる限り住み慣れた地域で生

活を継続できるようにする観点から、原則として日常生活圏域内でサー

ビスの利用及び提供が完結するサービスを、新たに類型化し、市町村が

事業者の指定及び指導・監督を行うこととしたものである。 

 

○ 地域密着型サービスの対象となるのは、以下の６種類のサービスであ

る。 

 

① 小規模多機能型居宅介護 

② 夜間対応型訪問介護 

③ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（小規模（定員２９人

以下）の特別養護老人ホーム） 

④ 地域密着型特定施設入居者生活介護（小規模（定員２９人以下）の

介護専用型特定施設） 

⑤ 認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム） 

⑥ 認知症対応型通所介護 

 
 

地域密着型サービスの概要 （全国介護保険担当課長会議資料 平 17.10.31） 

161



小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
概
要
（平
成

1
8
年

4
月
か
ら
開
始
）

基
本
的
な
考
え
方
：
「
通
い
」を
中
心
と
し
て
、
要
介
護
者
の
様
態
や
希
望
に
応
じ
て
、
随
時
「
訪
問
」や
「
泊
ま
り
」
を

組
み
合
わ
せ
て
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
で
、
中
重
度
と
な
っ
て
も
在
宅
で
の
生
活
が
継
続
で
き
る
よ
う
支
援
す
る
。

利
用
者
の
自
宅

様
態
や
希
望
に
よ
り
、

「
訪
問
」

地
域
の
関
係
者
が
運
営
状

況
を
協
議
、
評
価
す
る
場
を

設
け
る

管
理
者
等
の
研
修

外
部
評
価
・
情
報
開
示

地
域
に
開
か
れ
た
透
明
な
運
営

サ
ー
ビ
ス
水
準
・職
員
の
資
質
の
確
保

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所

併
設
事
業
所
で

「
居
住
」

在
宅
生
活
の
支
援

「
訪
問
」

「
居
住
」

○
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム

○
小
規
模
な
介
護
専
用
型
の
特

定
施
設

○
小
規
模
介
護
老
人
福
祉
施
設

（
サ
テ
ラ
イ
ト
特
養
等
）

○
有
床
診
療
所
に
よ
る
介
護
療

養
型
医
療
施
設

等

人
員
配
置
は
固
定
に
せ
ず
、
柔
軟
な
業
務
遂

行
を
可
能
に
。

様
態
や
希
望
に
よ

り
、
「
泊
ま
り
」

＋
（
併
設
）

○
１
事
業
所
の
登
録
定
員
は

２
５
名
以
下

○
「
通
い
」
の
利
用
定
員
は
登

録
定
員
の
２
分
の
１
～
１
５

名
の
範
囲
内

○
「
泊
ま
り
」
の
利
用
定
員
は

通
い
の
利
用
定
員
の
３
分

の
１
～
９
名
の
範
囲
内

○
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介

護
と
連
続
的
、
一
体
的
な

サ
ー
ビ
ス
提
供

○
職
員
の
兼
務
を
可
能
に
。

「通
い
」を
中
心

と
し
た
利
用

○
居
間
及
び
食
堂
は
機
能

を
十
分
に
発
揮
し
う
る

適
当
な
広
さ

○
泊
ま
り
は
４
．
５
畳
程
度

で
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
確
保

で
き
る
し
つ
ら
え

○
介
護
・
看
護
職
員

日
中
：
通
い
の
利
用
者

３
人
に
１
人

＋
訪
問
対
応
１
人

夜
間
：
泊
ま
り
と
訪
問
対

応
で
２
人
（
１
人

は
宿
直
可
）

○
介
護
支
援
専
門
員
１
人

○
要
介
護
度
別
の
月
単
位
の
定
額
報
酬

《
利
用
者
》

《
設
備
》

《
人
員
配
置
》

ど
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
も
、
な
じ
み
の
職
員

に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
が
受
け
ら
れ
る
。

「
運
営
推
進
会
議
」
の
設
置
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